
 

 

愛知県畜産特別資金融通事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

１ 畜産特別資金融通事業の実施については、畜産特別支援資金融通事業実施要綱（平成

25 年２月 26 日付け 24 農畜機第 4699 号。以下「畜特要綱」という。）別添１「畜産特別

資金融通事業」及び畜産特別資金融通事業実施要領（平成 25 年２月 27 日付け 24 年発中

畜第 949 号-２。以下「畜特要領」という。）に定めるもののほか、この要領の定めると

ころによるものとする。 

２ この事業は、公益社団法人中央畜産会（以下「中央畜産会」という。）が実施する畜特

要領第１の畜産特別資金利子補給事業及び中央畜産会の委託を受けて公益社団法人愛知

県畜産協会（以下「県畜産協会」という。）が実施する畜特要領第２の畜産特別資金等推

進指導事業との有機的な連携のもとに実施するものとする。 

３ この事業に係る資金（以下「本資金」という。）の融通にあたっての経営改善計画の作

成については、県畜産協会、融資機関、県農林水産事務所（以下「事務所」という。）及

び県農業水産局畜産課（以下「畜産課」という。）（以下「関係機関」という。）は、必要

に応じて農家指導等を行うものとする。 

 

第２ 愛知県畜産特別資金審査会 

   畜特要綱別添１第２の３の(１)のウに規定される大家畜・養豚特別支援資金融通事業

に係る経営改善計画及び融資機関支援計画並びに同第３の３の(１)のウに規定される酪

農・肉用牛担い手緊急支援資金融通事業に係る担い手経営改善計画及び経営改善計画総

括表が知事に提出されたときに開催する審査委員会については、次のとおりとする。 

 １ 名称 

   審査委員会の名称は、愛知県畜産特別資金審査会（以下「審査会」という。）とする。 

 ２ 構成員 

   審査会は、次に掲げる組織のうちから愛知県農業水産局長（以下「局長」という。）が

指名したものを構成組織とする。 

(１) 畜産課 

(２) 関係事務所 

(３) 県農業水産局農政部農業経営課 

(４) 関係融資機関 

(５) 県畜産協会 

(６) 株式会社日本政策金融公庫名古屋支店 

(７) 愛知県農業協同組合中央会 

(８) 愛知県信用農業協同組合連合会 

(９) 愛知県経済農業協同組合連合会 

(10) 愛知県農業信用基金協会 

(11) 愛知県酪農農業協同組合 

(12) 愛知県養豚農業協同組合 

(13) 一般社団法人愛知県配合飼料価格安定基金協会 

(14) 愛知県飼料工業会 



 

(15) その他、局長が必要と認めた組織 

 

第３ 提出書類 

審査会に要する書類のうち本資金の借入を希望する者（以下「借入希望者」という。）

及び融資機関が提出する書類については、次のとおりとする。 

 １ 借入希望者 

借入希望者は、次の表に掲げる経営改善計画を作成し、融資機関に提出する。 

資金の種類 作成様式 

大家畜・養豚特別支援資金 

大家畜経営の場合 

養豚経営の場合 

 

畜特要綱別添１別紙様式第１号－１又は２ 

   〃   別紙様式第１号－３又は４ 

酪農・肉用牛担い手緊急支援資金 畜特要綱別添１別紙様式第３号－１又は２ 

 ２ 融資機関 

１により経営改善計画の提出を受けた融資機関は、別紙様式第１号により借入希望者

の事業地を所管する事務所（名古屋市内にあっては畜産課。以下同じ。）に申請する。 

なお、申請にあたっては、計画内容及び資金の融通を検討の上、次の表に掲げる融資

機関支援計画又は経営改善計画総括表を作成し、併せて提出する。 

資金の種類 作成様式 

大家畜・養豚特別支援資金 畜特要綱別添１別紙様式第２号（融資機関支援計画） 

酪農・肉用牛担い手緊急支援資金  畜特要綱別添１別紙様式第４号（経営改善計画総括表） 

 

第４ 経営改善計画に係る審査 

１ 第３の２により書類の提出を受けた事務所は、自ら調査して、又は、借入希望者の事

業所が所在する市町村（以下「市町村」という。）に対して別紙様式第２号により照会し

て、別紙様式第２号の別紙「畜産特別資金に係る確認書」を作成する。 

なお、借入希望者の飼養規模の確認については、事務所又は市町村の職員が現地にて

行うものとする。 

２ １により経営改善計画に不備がないことを認めた場合、事務所は別紙様式第３号によ

り、その旨を畜産課に報告する。 

なお、報告にあたっては、別紙様式第２号の別紙及び第３の２で融資機関から提出さ

れた書類を併せて提出する。 

３ ２の提出を受けた畜産課は、審査会の開催に係る事務を執り行う。 

なお、審査会の会場は、原則、事務所の所在場所とする。 

４ 審査会は、経営改善計画（大家畜・養豚特別支援資金にあっては、融資機関支援計画

を含む。以下同じ。）の内容を審査し、その妥当性を判断する。 

 

第５ 経営改善計画の承認 

１ 第４の４において経営改善計画が妥当であると認められた場合、畜産課は、次の表に

掲げる資金融通事業計画書を作成し、これにより独立行政法人農畜産業振興機構に協議

の上、経営改善計画の承認を行うものとする。 

なお、酪農・肉用牛担い手緊急支援資金にあっては、借入希望者の経営における負債

比率（総負債残高÷（過去３か年の平均売上高又は前年度売上高のいずれか高い額）×



 

100）が 200 パーセント未満である場合は、協議を要しない。 

資金の種類 作成様式 

大家畜・養豚特別支援資金 畜特要綱別添１別紙様式第５号 

酪農・肉用牛担い手緊急支援資金 畜特要綱別添１別紙様式第６号  

２ １の承認を行った畜産課は、別紙様式第４－１号により借入希望者に、及び第４－２

号により融資機関に対して、速やかにその旨を通知するものとする。 

また、別紙様式第４－３号により事務所及び当該経営改善計画に係る審査会を構成す

る組織に対して通知するものとする。 

 

第６ 融資機関の指定 

畜特要綱別添１第２の２の(８)のア及び同第３の２の(７)のアにおける、知事が指定

する銀行及び信用金庫等は、必要の都度、別に定めるものとする。 

 

第７ 貸付の実施 

 １ 第５により経営改善計画の承認を受けた場合において、融資機関は、本資金を貸付け

ることができるものとする。 

なお、借入希望者に対して既に貸付けている資金の償還条件を緩和した上で貸付ける。 
２ 融資機関は、本資金を貸付けた場合は、遅延なく、中央畜産会に実行報告を行うもの

とする。  
併せて、別紙様式第５号による通知を畜産課に提出するものとする。  

３ 畜産課は２の通知があったときは、別紙様式第６－１号により県畜産協会に、別紙様

式第６－２号により事務所及び必要に応じてその他関係機関に対して通知するものとす

る。事務所は、必要に応じて畜産課からの通知に準じ、市町村に対してその旨を通知す

るものとする。  
 

第８ 事業実績の報告 

融資機関は、毎年度終了後遅延なく、貸付状況に係る報告を別紙様式第７号により畜

産課に提出するものとする。 

 

第９ 事務の統括 

この事業に関する事務は、畜産課が統括する。 

 

第 10 その他 

この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、局長が

別に定めるものとする。 

 

 

附則 

１ この実施要領は、令和７年 10 月 21 日から施行する。 

２ この実施要領の制定に伴い、愛知県畜産特別資金等融通補助事業実施要領（平成 21

年 12 月９日付け 21 畜第 3401 号）は廃止する。ただし、廃止前に行われた貸付に関して

は、従前の運用のままとする。 

 


